
議案第１５号  

 

   秦野市介護保険条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市介護保険条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和３年２月２６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 次の理由により改正するものであります。 

 (1) ６５歳以上の介護保険被保険者に係る令和３年度から令和５年度までの

介護保険料について、令和２年度の額に据え置くこと。 

 (2) 介護者への紙おむつ給付事業について、事業費の全額を介護保険料によ

り負担する保健福祉事業に位置付けること。 

 (3) 介護保険法施行規則の一部改正に伴い、６５歳以上の介護保険被保険者

に係る基準所得金額について、第７段階及び第８段階の上限額を引き上げ

ること。 

 (4) 介護保険法施行令の一部改正に伴い、給与所得又は公的年金等に係る所

得を有する者に係る介護保険料の算定方法の特例を定めること。 
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秦野市条例第  号  

 

   秦野市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市介護保険条例（平成１２年秦野市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

 （保健福祉事業） 

第３条の２ 本市は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第１１５条の４９の規定により、保健福祉事業として、紙おむつ給付

事業を行う。 

 第４条第１項の表以外の部分中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令

和３年度から令和５年度まで」に、「介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以下「法」という。）」を「法」に改め、同項の表第６号中「第３５条の２第

１項」の次に「、第３５条の３第１項」を、「得た額」の次に「とし、その合

計所得金額が零を下回るときは、零とする」を加え、同表第７号中「２００万

円」を「２１０万円」に改め、同表第８号中「３００万円」を「３２０万円」

に改め、同条第２項及び第３項を削り、同条第４項各号列記以外の部分中「第

１項」を「前項」に改め、「令和２年度の」を削り、同項各号中「第１項」を

「前項」に改め、同項を同条第２項とする。 

 附則に次の３項を加える。 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する特例） 

１６ 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における

保険料率の算定についての第４条第１項（同項の表第６号ア、第７号ア、第

８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア及び第１２号アに係る部分に限

る。）の規定の適用については、同表第６号ア中「租税特別措置法」とある

のは、「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給

与所得及び同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額に

ついては、同法第２８条第２項の規定により計算した金額及び同法第３５条

第２項第１号の規定により計算した金額の合計額から１０万円を控除して得

た額（その額が零を下回るときは、零とする。）によるものとし、租税特別
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措置法」とする。 

１７ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。

この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替

えるものとする。 

１８ 第１６項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用す

る。この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読

み替えるものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の秦野市介護保険条例第４条の規定は、令和３年度

分の保険料から適用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお

従前の例による。 
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議案第１５号 秦野市介護保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

 （規則への委任）  （規則への委任） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

 （保健福祉事業）  

第３条の２ 本市は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以

下「法」という。）第１１５条の４９の規定により、保健福祉

事業として、紙おむつ給付事業を行う。 

 

 （保険料率等）  （保険料率等） 

第４条 令和３年度から令和５年度までの各年度における、法第

９条第１号に規定する者（以下「第１号被保険者」という。）

の介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政

令」という。）第３９条第１項各号に掲げる区分に応じる割合

及び保険料率は、次の表のとおりとする。 

第４条 平成３０年度から令和２年度までの各年度における、介

護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第

９条第１号に規定する者（以下「第１号被保険者」という。）

の介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政

令」という。）第３９条第１項各号に掲げる区分に応じる割合

及び保険料率は、次の表のとおりとする。 

区 分 割 合 保険料率（年額） 

（略） 

 (6) 次のいずれかに該当す

る者 

  ア 地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第 

１．１２ ７２，４４０円 

 

区 分 割 合 保険料率（年額） 

（略） 

 (6) 次のいずれかに該当す

る者 

  ア 地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第 

１．１２ ７２，４４０円 
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２９２条第１項第１３

号に規定する合計所得

金額（租税特別措置法

（昭和３２年法律第 

２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２ 

項、第３４条第１項、

第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第 

３５条の２第１項、第

３５条の３第１項又は

第３６条の規定の適用

があるときは、その合

計所得金額から政令第

２２条の２第２項に規

定する特別控除額を控

除して得た額とし、そ

の合計所得金額が零を

下回るときは、零とす

る。以下この項におい

て「合計所得金額」と

  ２９２条第１項第１３

号に規定する合計所得

金額（租税特別措置法

（昭和３２年法律第 

２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２ 

項、第３４条第１項、

第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第 

３５条の２第１項又は

第３６条の規定の適用

があるときは、その合

計所得金額から政令第

２２条の２第２項に規

定する特別控除額を控

除して得た額。以下こ

の項において「合計所

得金額」という。）が 

１２０万円未満である

者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当し
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いう。）が１２０万円

未満である者であり、

かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

  イ （略）   

 (7) 次のいずれかに該当す

る者 

  ア 合計所得金額が 

２１０万円未満である

者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当し

ないもの 

１．２５ ８０，８５０円 

  イ （略）   

 (8) 次のいずれかに該当す

る者 

  ア 合計所得金額が 

３２０万円未満である

者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当し

ないもの 

１．４ ９０，５５０円 

  イ （略）   
 

ないもの 

 

 

 

  イ （略）   

 (7) 次のいずれかに該当す

る者 

  ア 合計所得金額が 

２００万円未満である

者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当し

ないもの 

１．２５ ８０，８５０円 

  イ （略）   

 (8) 次のいずれかに該当す

る者 

  ア 合計所得金額が 

３００万円未満である

者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当し

ないもの 

１．４ ９０，５５０円 

  イ （略）   
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（略） 
 

（略） 
 

 ２ 前項の表第１号に掲げる第１号被保険者についての減額賦課

に係る平成３０年度の保険料率は、同表の規定にかかわらず、

２９，１００円とする。 

 ３ 第１項の表第１号から第３号までに掲げる第１号被保険者に

ついての減額賦課に係る令和元年度の保険料率は、同表の規定

にかかわらず、次に掲げる額とする。 

  (1) 第１項の表第１号に掲げる第１号被保険者 ２４，２５０

円 

  (2) 第１項の表第２号に掲げる第１号被保険者 ３７，１９０

円 

  (3) 第１項の表第３号に掲げる第１号被保険者 ４６，８９０

円 

２ 前項の表第１号から第３号までに掲げる第１号被保険者につ

いての減額賦課に係る保険料率は、同表の規定にかかわらず、

次に掲げる額とする。 

４ 第１項の表第１号から第３号までに掲げる第１号被保険者に

ついての減額賦課に係る令和２年度の保険料率は、同表の規定

にかかわらず、次に掲げる額とする。 

 (1) 前項の表第１号に掲げる第１号被保険者 １９，４００円  (1) 第１項の表第１号に掲げる第１号被保険者 １９，４００

円 

 (2) 前項の表第２号に掲げる第１号被保険者 ３２，３４０円  (2) 第１項の表第２号に掲げる第１号被保険者 ３２，３４０

円 

 (3) 前項の表第３号に掲げる第１号被保険者 ４５，２７０円  (3) 第１項の表第３号に掲げる第１号被保険者 ４５，２７０
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円 

   附 則    附 則 

１－１５ （略） １－１５ （略） 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する特

例） 

 

１６ 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与

所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得

が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定につい

ての第４条第１項（同項の表第６号ア、第７号ア、第８号ア、

第９号ア、第１０号ア、第１１号ア及び第１２号アに係る部分

に限る。）の規定の適用については、同表第６号ア中「租税特

別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法律第３３ 

号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法

第２８条第２項の規定により計算した金額及び同法第３５条第

２項第１号の規定により計算した金額の合計額から１０万円を

控除して得た額（その額が零を下回るときは、零とする。）に

よるものとし、租税特別措置法」とする。 

 

１７ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定につい

て準用する。この場合において、同項中「令和２年」とあるの
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は、「令和３年」と読み替えるものとする。 

１８ 附則第１６項の規定は、令和５年度における保険料率の算

定について準用する。この場合において、同項中「令和２年」

とあるのは、「令和４年」と読み替えるものとする。 

 

  

  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この条例による改正後の秦野市介護保険条例第４条の規定

は、令和３年度分の保険料から適用し、令和２年度以前の年度

分の保険料については、なお従前の例による。 

 

  

 



区分
所得段階

（負担割合）
保険料額

区分
所得段階

（負担割合）
保険料額

第１段階

（基準額×0.3）

年額　19,400円

第２段階

（基準額×0.5）

年額　32,340円

第３段階

（基準額×0.7）

年額　45,270円

第４段階

（基準額×0.9）

年額　58,210円

第５段階

（基準額）

年額　64,680円

第６段階

（基準額×1.12）

年額　72,440円

第７段階

（基準額×1.25）

年額　80,850円

第８段階

（基準額×1.40）

年額　90,550円

第９段階

（基準額×1.50）

年額　97,020円

第１０段階

（基準額×1.70）

年額　109,950円

第１１段階

（基準額×1.90）

年額　122,890円

第１２段階

（基準額×2.10）

年額　135,820円

第１３段階

（基準額×2.30）

年額　148,760円

議案第１５号資料  

介護保険料について

変
更
な
し

前年の合計所得金額（特別
控除後）の合計が400万円
以上600万円未満の人

前年の合計所得金額（特別
控除後）の合計が600万円
以上800万円未満の人

本
人
が
住
民
税
非
課
税

改正前 改正後

課税年金収入と合計所得金
額（特別控除後）の合計が
120万円を超える人

世
帯
課
税

本
人
が
住
民
税
課
税

前年の合計所得金額（特別
控除後）の合計が120万円
未満の人

前年の合計所得金額（特別
控除後）の合計が120万円
以上200万円未満の人

前年の合計所得金額（特別
控除後）の合計が120万円
以上210万円未満の人

前年の合計所得金額（特別
控除後）の合計が200万円
以上300万円未満の人

前年の合計所得金額（特別
控除後）の合計が800万円
以上1,000万円未満の人

前年の合計所得金額（特別
控除後）の合計が1,000万
円以上の人

変
更
な
し

前年の合計所得金額（特別
控除後）の合計が300万円
以上400万円未満の人

前年の合計所得金額（特別
控除後）の合計が320万円
以上400万円未満の人

世
帯
全
員
非
課
税

生活保護受給者又は、課税
年金収入と合計所得金額
（特別控除後）の合計が
80万円以下の人

課税年金収入と合計所得金
額（特別控除後）の合計が
80万円以下の人

課税年金収入と合計所得金
額（特別控除後）の合計が
80万円を超える人

前年の合計所得金額（特別
控除後）の合計が210万円
以上320万円未満の人

変
更
な
し

課税年金収入と合計所得金
額（特別控除後）の合計が
80万円～120万円の人


